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1．アメリカにおける黒人排除の三層構造

　アメリカ合衆国（以下、アメリカとする）の
黒人社会学者W.E.B.デュボイス（1868～1963年）
は、「20世紀は、カラーライン（肌の色に基づく
境界線）の時代である」（Du Bois 1903: xxxi）と
言った(2)。これは、20世紀初頭になされた指摘で
あるが、彼の警告は21世紀になっても色褪せて
いない。都市部における黒人の高い失業率、劣悪
な住居環境、家庭の崩壊、高い犯罪率、教育問題
（Wilson 1987 21-31）など構造的な問題は今日も
解消されていない。また近年では、2000年大統
領選挙の際にフロリダ州で起こった黒人の投票権
剥奪など（本田 2004: 79）を挙げることができ
る。更に、このような排除は、自国民にとどまら
ない。「対テロ戦争」と称される今日のアフガニ
スタン・イラク戦争では、アメリカによる非白人
に対する一連の人権侵害が問題となっている。国
内外を問わず、非白人は、アメリカが国民や世界
に向けて声高に訴えてきた「民主主義」の恩恵か
らしばしば排除されてきた。
　このように、「アメリカ民主主義」は、その理
想との落差ゆえに、今日に至るまで絶えず国内外
でその「正統性」を問われてきた。本稿では、時
代をさかのぼり、1960年代に至るまでのアメリ
カ国内の状況を考察対象として、第一に、人種隔
離政策や投票権剥奪などの制度的レイシズム、第
二に、放火、リンチ、殺人などの社会的排除、第
三に、これらの帰結としての被剥奪集団側の自己
排除・自己否定をそれぞれ論じ、これらが形成す

る人種的排除構造を明らかにする。なお、人種差
別の現象面だけを取り上げる感情的な反米論に陥
るのではなく、今日に連なる歴史的連続性をもっ
た人種的序列構造を浮き彫りにしたい。
　また、アメリカ国民や連邦政府・連邦議会・連
邦裁判所は自国の民主主義に対する自己検証を絶
えず行ない、より普遍的な民主主義のあり方を模
索してきたという歴史的事実にも目を向けてみた
い。人種的排除構造の固定性のみを強調し、「影」
と「光」というアメリカの二面性を見落とすなら
ば、アメリカの社会変動とそこに働く力学を適切
に説明できないだろう。悲観的な宿命論を超え
て、被剥奪集団を包摂した、より普遍的な民主主
義を考えるうえで、アメリカが示してきた民主化
を考察することは現代的意義があるだろう。

2．「制度的レイシズム」概念再考

　アメリカ南部地域では、1964年公民権法の成
立に至るまで、南部諸州政府によって、「肌の色」
に基づく政策が「合法的」なものとして展開され
ていった。南部諸州では、19世紀末以降、交通
機関、公的機関、公共施設などでの人種隔離政策
が積極的に推し進められていくことになる。その
一方、連邦政府は、「南北戦争修正条項」（修正第
13条、14条、15条 (3)）にもかかわらず、リコン
ストラクションが破綻した1877年から、国内の
公民権運動と国際的圧力が昂揚する1950年代に
至るまで、南部諸州での人種政策に対しては不介
入の態度を示し続けた。また、後に述べる連邦最
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高裁判所によるプレッシー判決で示された「隔離
すれども平等（‘separate but equal’）」原則などは、
露骨な人種主義的言説を隠蔽しながらも、アメリ
カ全土での人種隔離政策を「正統化」し、助長す
る法的根拠となった。
　本論では、このようにして、連邦政府や州政府
によって制度化された「合法的」な排除的実践
を「制度的レイシズム（institutional racism）」と
呼びたい。制度的レイシズムは、①身体的・心理
的暴力を用いることなく、「合法的」に特定集団
（＝黒人）からさまざまな機会や権利を剥奪する、
そして、②白人中心的な支配秩序の「正統性」を
構築・再構築する、といった機能を同時に担う点
において巧妙な権力装置であり、アメリカにおけ
る人種問題を論ずるうえで重要な概念である。し
かし、この概念は充分に検討されることなくアメ
リカ人種問題に関する研究で用いられている傾向
にあるため、この概念の社会学的含意をより明確
にする必要があろう。
　最初に「制度的レイシズム」という概念が提示
されたのは、1960年代後半に隆盛した「ブラッ
ク・パワー」運動の指導者S.カーマイケルとその
共著者C.ハミルトンの『ブラック・パワー』（初
版は1967年）においてであった。「黒人個人に対
する白人個人による露骨な（overt）行為」と定
義される「個人的レイシズム」（Carmichael and 

Hamilton 1967=1992: 4）に対置するものとし
て、彼らは「制度的レイシズム」の特徴を次のよ
うに論ずる。制度的レイシズムとは、「ある行為
を行なう特定の個人という点では、露骨なもの
ではなく、はるかにかすかなものであり、識別
しにくいものである」（Ibid.: 4）。また、「確立し、
敬意を受けている社会内勢力から発生している
ため、公的に非難を受けることは少ない」（Ibid.: 

4）。彼らは、制度的レイシズムの例として、黒
人が経済的機会から排除されている状況を挙げて
いる。そこにおいては、個別の人種主義的実践・
言説には必ずしも還元できないような、より制度
化・構造化された排除システムが作動している、

とカーマイケルらは指摘する。
　彼らの「制度的レイシズム」概念は、アメリカ
国内の人種問題の研究者のみならず、イギリス
のR.マイルズなど海外の研究者にも採用されてい
る。しかし、カーマイケルらの議論は重要な論点
を示してくれるにもかかわらず、そこにおける問
題点を指摘し、修正を施す必要があろう。
　第一に、カーマイケルらは、黒人が集合レベル
で排除されている構造のあり方を説明する際に、
その説明要因を専ら人種に求める立場を採ってお
り、人種とは関係のないその他の構造的要因を充
分に考慮に入れていない、という問題点がある。
つまり、カーマイケルらの説明では、人種には必
ずしも還元できない構造に起因する問題（たとえ
ば、不況に伴う解雇）も制度的レイシズムとみな
される。そして、その他の集団も同様の困難に直
面していても、黒人が排除されているという事実
が確認されればすべて制度的レイシズムとみなさ
れてしまい（Miles 1989: 54）、この概念自体、意
味を持たなくなる恐れがある。
　しかし第二に、制度的レイシズムを論ずる際
に、カーマイケルらは人種主義的動機という要因
を充分に議論したとは評価しがたく、そのために
「制度的レイシズム」概念が曖昧なものになって
いる。彼らは黒人が排除されているかどうかとい
う結果のみを重視する一方、人種主義的な動機や
意図を制度的レイシズムの要因とみなしていない
（Miles 1989: 54）。しかし、これでは制度的レイ
シズムとそれとは別種の問題を区別することがで
きない。マイルズが論ずるように、制度的レイシ
ズムの特徴を捉えるためには、その背後にある人
種主義的動機を無視することはできないだろう。
　ただし、こうした動機は制度的レイシズムにお
いて必ずしも明示的なものではない。そこにおい
て、通常、露骨な人種主義的言説・実践、また、
人種や肌の色など身体的特徴への直接的言及は避
けられている。しかし、「それにもかかわらず、
人種主義的言説が排他的実践の持続において具体
化され、制度化される」とき、その「正統性」を
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損なうことなく（更には、法に触れることなく）、
制度的レイシズムとして機能することができる
（Miles 1989: 85）。
　ところで、なぜ「正統性」が重要であるのか。
必ずしもマイルズもカーマイケルらも自覚的に
論じているわけではないが、A.グラムシが指摘
するように、暴力によって強制的に服従を要求
するような支配の形態は安定的ではありえない
（Gramsci 1971: 276）。長期に渡り安定的な支配
関係を維持するためには、支配者・集団や支配関
係のあり方に対する何らかの主観的動機づけ、つ
まりM.ウェーバーがいう「正統性信念」や「自
発的な服従意思」を被支配者・集団から引き出さ
なくてはならない。もちろん、黒人が制度的レイ
シズムに対して自発的に服従したと考えることは
できないが、そこでは人種主義的動機は隠蔽され
ているため、それに対する黒人からの異議申し立
ての妥当性が社会や政治システムに認められにく
くなる。それどころか、プレッシー判決の「隔離
すれども平等」原則や「州の主権」を盾にした法
律論・憲法論を展開することによって、人種隔離
政策やその他の制度・政策の「合法性」を指摘し、
積極的にその「正統化」を図ることができる。こ
のようにして、制度的レイシズムは効率的かつ巧
妙に支配秩序の安定性を維持することが可能にな
る。
　以上、カーマイケルらの「制度的レイシズム」
概念の限界について論じた。そして、この議論の
帰結として次の指摘をしておこう。すなわち、制
度的レイシズムは、自己完結的に機能している
のではなく、社会・生活世界レベルでの人種主義
的態度や実践に依存している。この意味におい
て、「法と慣習は相互作用しながら、黒人を彼／
彼女らの場所（in their place）にとどめてきた」
（Litwack 1999: 239）、「人々の差別的感情は制
度の作動の仕方に影響を与える」（Hacker 1995: 

33）といった指摘は、一見して静的にみえる排
除構造の構築・再構築過程の動態を社会学的に考
察するうえで参考になるだろう。第３節、第４

節、第５節では、制度的レイシズムと社会的排除
の相互依存性に着目する視点から1960年代に至
るまでのアメリカの状況を考察することになる。

3．制度的レイシズムとしての人種隔離政策

　本節では、制度的レイシズムの最も典型的な例
として人種隔離政策を取り上げたい。まず、この
政策の「合法性」「合憲性」の根拠を確立したプ
レッシー判決がどのような経緯で下されたかを示
しておこう。
　19世紀末、ニューオーリンズ発の列車の白人
車両に乗車し、座席に座った黒人青年H.A .プ
レッシーが、退去命令を拒否したために逮捕され
るという事件が起こった。彼は、ルイジアナ州に
よって導入された列車内の人種隔離政策に抗議
し、その合憲性を問うために、意図的にこのよ
うな行動をとったのである。そして、逮捕され
たプレッシーは、アメリカ憲法修正第13条と第
14条に抵触するとして、ルイジアナ州の人種隔
離政策の違憲性を連邦最高裁判所に訴えた。しか
し、敗訴という結果に終わる。白人の場合と同等
の公共施設やサービスにアクセスできる限り、黒
人は法の下の平等な保護を侵害されたことにはな
らず、人種隔離政策は修正第14条に抵触しない、
という司法判断が下されたのである（Rasmussen 

1997: 116）。この1896年のプレッシー判決で示
された「隔離すれども平等」原則は、人種隔離政
策の背後にある人種主義的言説を不問にする一方
で「平等か不平等か」という別種の問題に焦点を
すりかえる法的根拠として機能することになる。
　それ以降、「隔離すれども平等」原則は至ると
ころで適用されていく。公立学校、交通機関、居
住地域、レストラン、公園、病院、墓地、洗面
所、エレベータなどにおいて、人種隔離政策が
「合法的」に推し進められていった。
　そして、法律上の議論に加え、人種隔離支持者
は次のようなかたちで人種隔離政策を「正統化」
する。ルイジアナ州出身の下院議員は、人種隔離
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が人種差別と必然的に同等になるわけではないこ
とを次のように説明する。「〈白人用〉と〈カラー
ド用〉と示してある水飲み場と、〈男性用〉と
〈女性用〉と示してある洗面所には相違はない。
これは、差異があるという事実を示しているに過
ぎない」（House of Representatives 1963: 1741）。
つまり、〈男性用〉と〈女性用〉の洗面所が差別
を意味しないのと同様、人種的差異に基づく人種
隔離政策も差別ではないという本質主義的な議論
を展開する。更には、「バージニア州で人種隔離
を維持することに関心がある」（弁護士・バージ
ニア州ブラックストーン House of Representatives 

1959: 650）と証言する者さえいた。
　しかし、以上のような人種統合反対派の主張に
もかかわらず、現実には「隔離すれども平等」原
則の「〈平等〉の条件などはまったく無視され、
〈分離〉のほうだけが一人歩きしてきた」（上坂 

1994: 50-51）。このような政策は「隔離で不平等
（separate and unequal）」（Litwack 1999: 108）で
あり、「隔離すれども平等」原則は、「修正第14

条に従っているかのようにみせかけるため」の
「フィクション」（Kennedy 1990: 178）であった。
ただし、「フィクション」とはいっても、これは
単なる「虚構」ではなく、実際には、人種隔離政
策の「正統性」を損なうことなく、しかも、「合
法的」に人種差別を推し進める機能を果たした。
人種隔離政策に伴う人種間の不平等は、特に教
育の場において顕著であった (4)。人種統合反対派
は、「隔離すれども平等」原則に従って、南部諸
州では黒人も白人も平等の教育を享受している以
上、公立学校の人種隔離を違法としたブラウン判
決（1954年）やそれに基づく連邦政府による南
部諸州への介入は、アメリカ憲法が保障する「州
の主権」を侵害するものである、と繰り返し主張
した。ミシシッピー州選出の下院議員は、ブラ
ウン判決を「専制的だ」と非難している（House 

of Representatives 1959: 713）(5)。しかし実際には、
州からの財政援助額、教育設備、教員への給与な
どにおいて白人学校と黒人学校の間には大きな隔

たりがあった。たとえば、20世紀初頭、ミシシッ
ピー州の黒人子弟は、就学年齢児童の60％を占
めたが、彼／彼女らが享受できた州からの学校資
金援助額は19％にすぎなかった（Litwack 1999: 

108）。また、州の財政困難を理由に、黒人学校
が設立されない、または、廃校になる地域もあっ
た。黒人学校を廃校にしたアラバマ州の政府関係
者は、「地域住民に予防接種をするために、学校
への財政資金はなくなってしまった」と説明し
た（白人学校は通常通りに運営されていたのだ
が）（Litwack 1999: 108）。20世紀中葉に至るま
で、黒人が学ぶ、または、黒人を教育するという
ことは社会的に「逸脱行為」とされたが、南部諸
州政府は修正第14条に抵触する恐れのあるこの
ような人種主義的な言及を避けるうえで、財政不
足は黒人学校を廃校にする「合理的」な理由と
なった。

4．黒人の投票権剥奪

　人種隔離政策と同様に、黒人の「合法的」な投
票権剥奪も制度的レイシズムに数えることができ
る。たとえば、識字試験 (6)は、投票権登録拒否の
理由として「肌の色」そのものへの言及を避け
ながら、黒人から「合法的」に投票権を剥奪す
ることを可能にする「装置」であった（Litwack 

1999: 227）。
　もちろん、識字試験は人種的に中立的に執行さ
れたのではなかった。第一に、教育における人種
隔離政策の結果、黒人の教育環境は極めて劣悪
であり、黒人の識字率は著しく低かった。SNCC

（学生非暴力調整委員会）の指導者R.モーゼスは、
「私たちは、1ヵ月半の間にミシシッピー州レフロ
アの500人以上の黒人を有権者登録に連れていっ
たが、その内、400人以上は有権者登録申し込み
用紙に記入できないほど識字能力に問題があっ
た」（House of Representatives 1963: 1260）と指
摘する。つまり、教育制度における人種隔離政策
が、黒人を政治的参加の機会から排除する重要な
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機能を担っていた。AFL-CIOのメンバーは、公
聴会の証言で、いみじくもこのような構造を「一
種の組み込まれた差別（built-in discrimination）」
（House of Representatives 1963: 1144）と呼んで
いる。
　第二に、識字試験の結果は登録官の恣意的な自
由裁量によって決定されていた。識字能力のいか
んにかかわらず、黒人有権者登録申請者は、「ｔ
の文字が正しく交差されていなかったり、またｉ
の点が適切に打たれていない」などのささいな間
違いで「不合格」とされることが少なくなかっ
た（Carmichael and Hamilton 1992=1967: 104）。
トルーマン大統領によって創設された公民権委員
会(7)は次のように報告している。「FBIに対する陳
述で、（識字能力の欠如を理由に、黒人申請者の
有権者登録を拒否した）登録官は次のように主
張している。『彼の有権者登録を認めなかったの
は、憲法を読解する彼の能力が欠如していたから
ではない。専らこの国における黒人の投票権剥奪
に基づいて決定したのである』」（The President's 

Committee on Civil Rights 1947: 39）。このよう
な有権者登録官の態度は、「ホワイトハウスには
いくつ窓があるか」（Kennedy 1990: 156）といっ
た解答不可能な出題内容にも反映されている。
　以上、具体例を示しながら、1960年代に至る
までのアメリカにおける制度的レイシズムを考察
してみた。アメリカ憲法や法律においてはすべて
の人が平等とされていても、現実はそうではな
かった（Kennedy 1990: 167）。ここで論じたよう
に、制度的レイシズムは、巧妙に法の抜け道を探
り、身体的・心理的暴力や露骨な人種主義的言説
を避けながら、「合法的」な黒人排除を巧みに展
開し、白人人種主義者のみならず、差別の対象と
なる被剥奪集団にさえ現存秩序の「正統性」の承
認を強制する権力装置として機能を果たしてきた
（もちろん、彼／彼女らは必ずしもその「正統性」
を黙認していたわけではないが）。

5．社会的排除：アメリカ社会・生活世界に
おける人種主義的言説・実践

　だが、こうした制度的レイシズムやそれに「合
法性」を賦与した政治システムは、自己完結的に
機能しているわけではない。上述したように、そ
れらは、社会・生活世界レベルでの人種主義的言
説・実践と連動しながら機能したのである。その
ため、制度的レイシズム、もしくは、社会レベル
での人種差別を切り離して論ずるならば、被剥奪
集団を排除する重層的な構造を充分に理解するこ
とはできない。人種的排除構造の再生産過程、お
よび、その力学を適切に理解するためには、政治
システムと社会・生活世界の間の双方向的な関係
性に着目する政治社会学的視点が重要になろう
(8)。
　たとえば、連邦議会上院での1964年公民権法
案審議の際、南部民主党議員が75日間にも渡り
フィリバスターを決行するなど必死の抵抗を繰り
広げたが (9)、南部民主党議員が連邦議会内でこう
いった態度をとれたのは、選出区の白人有権者が
彼らを再び連邦議会に送り出してくれるという期
待があった、もしくは、そうしなければ、再選
できないという不安があったからである（本田 

2002）。先にも述べたように、長い間、南部地域
の多くの黒人は投票権を剥奪されており、フォー
マルな意味での政治的影響力は行使できなかっ
た。そのため、南部諸州の議員や州知事は、再選
を果たしたいという動機から、投票権を剥奪され
た黒人の利害よりも白人有権者の支持を調達でき
る人種隔離政策を積極的に推進する道を選んだの
である。こうした事例が示すように、人種主義的
言説・実践を制度化する政治システムと、それを
支持し、人種主義的言説・実践の「正統性」を見
出そうとする南部白人社会の間には、強い相互関
係性が作用していた。
　以下、こうした政府の人種政策を積極的に支持
し、また、それを強く要請した南部地域における
社会・生活世界レベルでの人種に関する言説と実
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践について考察してみたい。
　まず、人種主義的言説であるが、奴隷貿易の
時代から維持されてきた「白人優越論（whi t e 

supremacy）」は、奴隷制度や人種隔離政策を
「正統化」する理由としてしばしば語られた。19

世紀に進化論と結びつきながら勢力を広めていっ
た優生学は、脳容積や知能指数などを「科学的根
拠」として、黒人が白人よりも人種的に「劣等」で
あることを「証明」しようとした（Du Bois 1945: 

45; 1946: 37）。このような生物学的・遺伝学的
な「劣性」に基づいて、「黒人への教育の可能性
はかなり制限されていると確信をもって主張する
白人がいた」（Litwack 1999: 92）。そして、こう
した言説を本気で信じた（または、信じようと
した）白人人種主義者は、「黒人は政治的、社会
的、身体的に、白人社会に同化することはできな
い」（Woodward 1974: 18）とし、人種隔離政策
の「正統性」を訴えた。
　しかし、実際には、奴隷解放以降、白人人種主
義者よりも高い学歴をもった黒人や、経済的・社
会的に成功した黒人が現われるようになる。生物
学や遺伝学に基づく人種主義的言説が科学的妥当
性を欠いていたことは明らかであった。それで
も、「白人優越論」が特に南部地域において流布
したのは、逆説的だが、白人人種主義者が黒人の
能力に脅威を感じていたからといえるであろう。
ここに「白人優越論」の自己矛盾がある。「もし
本当に黒人は知能において先天的に限界があり、
そのため彼／彼女らは劣位に永遠にとどまってい
るのならば、白人は恐れることは何一つないので
ある」（Litwack 1999: 92）。誰よりも「白人優越
論」に呪縛されていたのは白人至上主義者であっ
たのかもしれない。
　そこで、黒人の成功という現実に直面した白人
人種主義者は、「白人優越論」的なイデオロギー
の自己矛盾を解決し、黒人に対する白人の優越性
を証明しなければならなかった。一つは、すでに
上述したような制度的レイシズムによって、黒人
からさまざまな権利を「合法的」に剥奪し、社会

的、政治的、経済的成功の機会から排除するとい
うものである。もう一つは、社会・生活世界レベ
ルでの差別や身体的・心理的暴力によって黒人を
抑圧するというものである。
　まず、20世紀中葉に至るまで、南部地域にお
いては、黒人に特定の行動を暗黙のうちに要求す
る「人種間作法（interracial etiquette）」があった
（Litwack 1999）。具体的には、歩道では黒人は白
人に道を譲らなくてはならない、黒人男性は白人
女性に話しかけたり接触してはならない、黒人が
白人と話すときには相手に敬意を示すsirを使わな
くてはならない、黒人は自分の能力（識字能力な
ど）や経済的成功（自動車や華美な服装など）を
隠さなくてはならない、バスなどに乗車するとき
は、黒人は白人に順番を譲らなくてはならない、
といった黒人市民に一方的に課された暗黙の行動
規範があった。
　特に、黒人の行動規範としてタブーだったのが
投票権登録や投票権の行使であった。政治参加に
対するタブーの背景には、①「投票は白人のもの
だ」（Kennedy 1990: 150）という白人側の政治的
特権意識と、②政治参加による黒人の権利意識の
増大や「白人優越論」的言説への挑戦に対する白
人側の警戒心があった。
　たとえば、SNCCによる有権者登録運動に参加
したモーゼスは、有権者登録の手続きをするため
に二人の黒人を郡役所へ連れていった際、一人の
白人に襲われ8針を縫う傷を負ったことを公聴会
で証言している（House of Representatives 1963: 

1249）。また、1951年のH.ムーア暗殺も有権者
登録運動参加者にとって大きな衝撃であった。
ムーアは、フロリダ州にあった黒人組織「進歩的
投票者連盟（Progressive Voters' League）」の議長
であったが、就寝中に自宅をダイナマイトで爆破さ
れ、黒人の有権者登録運動に積極的に参加した妻と
ともに暗殺されている（Kennedy 1990: 161）(10)。
　このように、人種間作法、または、白人から
期待される行動規範を黒人が逸脱した場合、も
しくはその疑いがある場合、白人人種主義者か
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ら放火やリンチ・殺人――公民権団体「公民権会
議」は、国連への請願書『虐殺を非難する』の
なかで 153件の殺人を取り上げて、アメリカに
おける「大量虐殺」を糾弾している（The Civil 

Rights Congress 1951を参照）――などの制裁が
発動された。こうした法文化されていない風習や
制裁は、「白人には自分たちは優れている、黒人
には自分たちは劣っている、ということを絶え
ず気付かせる」ように機能した（Kennedy 1990: 

205-206）。
　だが、制裁の目的は、黒人の逸脱者本人を罰
するにとどまらなかった。たとえば、リンチに
よるみせしめは、「黒人コミュニティ全体への警
告」（Litwack 1999: 13; またはHacker 1995: 202

を参照）であり、恐怖によって、人種主義的規範
を繰り返し黒人の身体と心に刻み込む「公的儀式
（public ritual）」（Litwack 1999: 285）として機能
した。
　以上のような、人種間作法や白人中心社会にお
ける人種主義的な規範、言説、実践は、人種隔離
や黒人の投票権剥奪といった制度的レイシズムを
潤滑に機能させる基盤であった。他方で制度的レ
イシズムは、こうした社会・生活世界レベルでの
黒人差別を助長した。制度的レイシズムと社会・
生活世界レベルでの差別や身体的・心理的暴力は、
相互に依存しながら、強化しあったのである。

6．「アンクル・トム」的態度

　しかし、こうした環境要因に加えて黒人排除を
更に強固なものにしたのは、人種主義的言説・実
践に対する黒人側の甘受の態度であった。つま
り、こうした言説や実践は白人のみならず、黒人
にもその「正統性」を承認させ、白人中心社会
にとって支配しやすい「二級市民」や「劣等人
種」を作り上げることに成功したのである。黒人
の間で肌を白くする薬品や髪の毛をストレートに
する薬品などが人気を博していったのは、抑圧的
な環境での社会化過程の中で、黒人が「黒人で

あること」に対して抱くようになった「劣等感」
や「自己否定」の現われであろう（Wright 1956: 

185-188を参照のこと）。
　また、「白人優越論」に基づく社会的・制度的
条件に組み込まれ、どんなに努力をしても成功す
る見込みがない、また、何らかの行動をとるこ
とで白人中心社会の制裁が発動されることを経
験的に黒人はよく理解していたため、実際には
さまざまな能力を持ちあわせているにもかかわ
らず、勉強する、投票権を獲得・行使する、経済
的に成功するといった黒人のアスピレーションは
大きく損なわれたのである。結局、さまざまな成
功の機会から自らを排除し、更に黒人の劣等感を
助長することになった。黒人は先天的に能力が欠
如していたのではなく、そのように信じ込まされ
たのだが、それはまさに白人中心社会の中で心
身に刻み込まれた、「習得された無能力（learned 

inability）」（Poussaint 1991: 134）であった(11)。
　結局、公民権運動が本格的に展開を始めた
1950年代に至るまで、多くの黒人は社会のあり
方や自分たちを取り巻く現状を変革しようとい
う意識を持つに至ることなく、白人中心社会に
「適応」する道を選択した。白人中心社会に対し
て「従順」で「卑屈」な態度をとる黒人は一般に
「アンクル・トム」と呼ばれる。S.ケネディが揶
揄して「生命を賭けた一票」と記すような、投票
権の行使が黒人にとって文字通り命懸けである状
況（Kennedy 1990: 158-159）を考えると、「アン
クル・トム」的態度をとることは生存戦略として
は「合理的」であったと考えるべきだろう。
　しかし皮肉にも、黒人は、そのような選択をす
ることによって、意に反して、人種主義的言説・
実践の「正統性」を承認し、その再生産に加担す
ることになる。このような「共犯関係」を警告し
て、1960年代に公民権運動を率いたキング牧師
は次のように語った。「不正なシステムを受動的
に受け入れるならば、そのシステムに協力するこ
とになる。そして、被抑圧者は、抑圧者と同様
に罪を犯すことになろう」。つまり、キング牧師
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は、アパシーと罪（s in）を同列に扱ったのであ
る（Sitkoff 1981: 55）。
　だが、R.ダールも指摘するように、客観的にみ
て不平等な社会的・政治的・経済的条件が存在し
ていても、被剥奪集団は必ずしもその変更を求め
るわけではない。黒人は、所与の状況を不当だと
感じるとは限らないし、またその「正統性」に疑
問を感じないかもしれない。また、その「正統
性」に疑問を抱いても、憤慨を感じるに至らない
かもしれない。最後に、制度的レイシズム、そ
して、社会・生活世界レベルでの人種差別によっ
て、黒人は、異議申し立てをするための資源（経
済的資源、人的資源、情報力、投票権を含む公民
権など）にアクセスできないということもありう
る。こうした何重ものハードル、つまり、個人レ
ベルでの意思ではどうしようもできない構造的制
約を乗り越えるまでに、多くの黒人は挫折し、現
状に妥協することになる（Dahl 1971: 95-101; 本
田 2001）。

7．排除の構造：「合法的カースト・システム」

　ここまで、制度的レイシズム、社会的排除、
「アンクル・トム」的態度についてそれぞれ論じ
てきた。ここで指摘しておきたいのは、これらは
それぞれ自己完結的に機能しているわけではな
い、ということである。これらは相互に複雑に絡
み合いながら、黒人排除の構造を形成しているの
である。デュボイスは、いみじくもアメリカの人
種的排除構造を「合法的カースト・システム」（Du 

Bois 1945: 71）と呼んでいる(12)。
　また、これは、後のアメリカ人種問題研究に
強い影響を残したG.ミュルダール『アメリカの
ジレンマ』（1944）で展開された「悪循環」理論
と近い視点になろう。「悪循環」理論は次のよう
に要約できる。「黒人の先天的劣等は証明不可能
であるが、社会的につくりだされた劣等は明白な
事実であるとされる。黒人の隔離は、この〈事
実〉をつくりだした原因と同時にその結果でもあ

る。〈中略〉これは、更に劣等を拡大し、これが
差別への衝動を強化する。そして、劣位が力説
されるようになる。これが永遠に続くのである」
（Aptheker 1971: 39）。つまり、黒人排除の構造
を作動させる原因と結果は明瞭に区別できないた
め、この構造的連鎖を断ち切る解決策を打ち出す
ことは不可能であるという悲観的展望をミュル
ダールは示した。彼の「悪循環構造」理論を参照
して、人種的排除構造を図式化するならば、図1

のようになろう。
　特に、黒人差別問題の歴史において、社会・生
活世界レベルでの黒人排除は根深く、また、最も
高い障壁であることが分かる。事実、1957年公
民権法では、黒人の投票権剥奪の法的な禁止が明
記されたが、投票権登録や投票をしようとする黒
人に対する白人人種主義者の悪質な嫌がらせやリ
ンチ・殺人は相変わらず続いた。また、トルーマ
ン政権による軍隊の人種統合（1948年）、ブラウ
ン判決とそれに基づく公立学校の人種統合、公民
権コミッションによる南部地域での実態調査、一
連の公民権法成立など、連邦最高裁判所、連邦議
会、連邦政府は黒人側の公的異議申し立てに対し
て公民権政策を展開して何らかの応答を示したの
に対して、1960年代に入っても、南部白人社会
（そして南部諸州政府）は暴力と抑圧をもってし
て黒人を服従させようとした。
　本田創造は次のように述べている。「アメリカ
黒人差別制度がたんなる法律上の差別ではなく、
したがって、また公民権法というような法律によ
る人種差別の禁止だけで、この国の黒人問題が解
決できるものではない」（本田 1964: 192）。また、
ケネディ大統領は、さまざまな対立と混乱を経た
のち、二人の黒人学生がアラバマ州立大学に入学
した1963年6月11日の夕方、ホワイトハウス執務
室からアメリカ国民に向けたテレビ演説の中で、
アメリカ人種問題を「道徳的危機（moral crisis）」
であると述べ、次のように訴えている。「繰り返
すが、法律だけではこの問題は解決できないの
だ。あらゆる地域で、あらゆるアメリカ人の家で
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解決されなくてはならない問題なのだ」。
　しかし、だからといって、こういった主張が、
「いずれにせよ法律は大した結果を及ぼさない」
という現状維持的・宿命論的な立場に必然的に帰
結するわけではないことを指摘しなくてはならな
い（Woodward 1974: 102）。上の本田創造やケネ
ディによる主張は、アメリカ国民の意識変革とそ
れに伴う社会変革の切迫性を含意しており、だか
らこそ、アメリカ民主主義のあり方を問ううえで
大きな批判的意味を持ってくるのである。他方、
アイゼンハワー大統領は、「法律だけでは、人の
心を変えることはできない」と繰り返し、人種隔
離政策への不介入の態度を正当化した。このよう
な彼の主張は批判的意義を持たないどころか、逆
に南部地域における人種差別を助長することに
なった。
　いずれにせよ、アフリカ黒人が奴隷として強制
的にアメリカ大陸に連れてこられた1619年以降、
長い年月を重ねながら社会全体、そしてアメリカ
国民の心と身体に浸透していった人種的排除構造

は、政府や法律による介入や黒人による積極的な
運動によってそう簡単に解消できるものではな
かったことは確かである。

8．民主化の可能性を巡って：1964 年公民
権法との関連から

　しかし、1964年公民権法と1965年投票権法の
成立が、人種差別の改善に大きな貢献をしたとい
う事実を否定してはならない。前者は、市民の投
票権の保護、公共施設における人種差別の禁止、
雇用における人種・宗教・性による差別の禁止と
均等雇用機会コミッションの設立、人種差別に関
する法務長官の権限拡大を、後者は、有権者登録
の際の識字試験や投票権の行使を妨げるような制
度の禁止を明記した。もちろん、黒人を取り巻く
問題の改善は課題として残されたが、これらの法
律のアメリカ政治史上の意義は大きい。少なくと
も、制度的レイシズムや人種差別全般の禁止を法
的に定めたことによって、ミュルダールが論じた

・投票権剥奪
・人種隔離政策
・不当な裁判制度

・人種主義的言説
・リンチ・殺人
・人種隔離

連邦政府

南部諸州政府

白人中心社会

支配の「正統性」
不介入

制度的レイシズム

支配の「正統性」

「アンクル・トム」的態度

黒 人

図1　アメリカにおける人種主義的排除の循環構造
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「悪循環」の連鎖を緩めたといってよいだろう。
　だが、1950、60年代の民主化過程の力学を把
握するためには、公民権法や投票権法の成立によ
る成果を言及するだけでは不充分である。これら
の法律がどのようにして成立し、一定の成果をも
たらすことができたのか、その背景の説明が要求
されよう。なぜなら、法律がアメリカ社会の現実
を無視した一方的なものであれば、それは社会に
対して実効性をもちえなかったし、また、アメリ
カ社会が人種差別撤廃を要請することがなかった
ならば、これらの法律は成立しえなかったといえ
るからである。公民権法と投票権法の成立とその
後の実効性は、社会の安定を図ろうとする連邦議
会・連邦政府の統治戦略と人種差別撤廃を求める
アメリカ社会の民主化圧力が結びついた結果と考
えるべきであろう。
　そこで、公民権法案を巡って1963年に司法委
員会で開催された公聴会に着目してみよう (13)。
公聴会は、被剥奪集団を含む市民にとっては、連
邦議会に対して問題提起や立法・政策上の提言を

行なう場として機能する一方、連邦議会や連邦政
府にとっては、社会的・政治的・経済的矛盾の所
在を明らかにして、その解決を図るという統治
戦略上、重要な補助機関として機能する。つま
り、公聴会は、アメリカ社会と連邦議会の双方向
的なコミュニケーションを媒介しながら、現実に
即した法律の作成・修正を可能にしている（本田 

2000）。
　まず、法案反対派の証言者の構成をみてみよ
う。これは、①南部民主党議員、②南部諸州の
州知事、③南部諸州の司法長官や弁護士など法
律の専門家で、専ら南部出身者から構成されてい
る。証言内容は、本稿のなかでもたびたび引用し
たが、①人種隔離政策の「正統性」を主張するも
の、②人種差別の存在を否定し、南部地域への政
府介入の合法性と正統性を問うもの、③政府介入
によって、逆に人種問題が悪化すると警告するも
の、④「州の主権」と「個人の自由」を侵害する
公民権政策は「アメリカ民主主義」に反すると主
張するもの、⑤アメリカ人種問題に対する国際批

図2　民意伝達媒体／能動的な情報収集・民意聴取の制度としての公聴会
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判を斥け、アメリカの「国家主権」の重要性を唱
えるもの、⑥公民権政策と共産主義の関係を疑う
もの、⑦公民権政策を共産主義者による「陰謀」
と疑うもの、⑧公民権政策よりも「挙国一致」の
重要性を訴えるものに分類される。
　これに対し、法案賛成派の証言者の構成は、 
①公民権団体、②ユダヤ人団体、③労働組合、 
④学生団体、⑤社会党、⑥南部民主党議員以外
の連邦議員、⑦司法長官であり、人種、ジェン
ダー、階級、政治的イデオロギーなど、偏狭な
特殊利害を超えた連合が認められる。その証言内
容は、①人種差別の実態を報告するもの、②政府
介入の必要性を訴えるもの、③国際社会における
「アメリカ民主主義」の「正統性」危機を論ずるも
の、④アメリカ国内における「アメリカ民主主義」
の「正統性」危機を指摘するものとなっている。
　公聴会での証言者の構成および証言内容の概
観をまとめると以上のようになる。さて、当時
の状況であるが、深刻な人種差別の実態ととも
に、公民権運動参加者に対する州警察による武力
行使や白人暴徒による襲撃がメディアで報道され
るなど、アメリカにおける人種差別は国内外を問
わず否定できない事実となっていた。それにもか
かわらず、法案反対派の証言者は、人種差別の事
実を否定し、公民権政策に反対する証言を展開し
た。だが、J.ハーバーマスの討議民主主義理論に
従うならば、南部白人社会の特殊利害に拘泥する
彼らの証言内容は、真理性（Wahrheit）と公正性
（Richtigkeit）において妥当性要求を満たしえな
かった(14)。これに対して、法案賛成派は、その証
言者の多様性からも窺えるように、黒人の特殊利
害を超えて、普遍的に説得力をもちうる議論を展
開している。法案賛成派は黒人の「特権的待遇」
を主張している、という法案反対派の批判（下
院議員・ルイジアナ州 House of Representatives 

1963: 1727）は妥当ではないだろう。
　これとの関連で、公民権委員会も懸念していたア
メリカ人種問題の「国際的含意」（The President's 

Committee on Civil Rights 1947: 100-101）にも

言及してみよう。アメリカ人種問題を非難する国
際世論は公聴会の証言内容にも反映されており、
公民権政策や公民権法案審議に大きな影響を及
ぼしたが（Plummer 1996; Layton 2000; Dudziak 

2000）、当時の時代状況 (15)を概観するならば、次
のようになろう。第一に、民主主義の名の下に行
われた第二次世界大戦の勝利は、「平等、民主主
義、人種主義の打破を象徴」しており、世界の指
導者たらんとするアメリカは自国の民主化を推し
進めざるをえなくなった（Layton 2000: 32）。第
二に、世界的な反植民地主義・反人種主義と冷戦
イデオロギー対立という新たな時代状況は、ア
メリカ政府に人種問題の早急な解決を要請した。
1950、60年代、アフリカ、アジア、南米地域で
は新興独立国家が多く誕生しているが、アメリカ
の国際的指導力と冷戦対立における優位性を守る
ためには、こうした国々を共産主義から防御し、
アメリカが訴える理想の正統性を示さねばならな
かった（Layton 2000: 151; Dudziak 2000: 253）。
W.ドーソン下院議員（イリノイ州）の発言は、こ
の点において的を射ている。「もし、アメリカが国
際的威信を維持して、同盟国をしっかりとつなぎ
とめておこうとするならば、アメリカに泥を塗って
いる人種差別を一掃する努力を急がなければならな
い」（House of Representatives 1959: 176）。
　そして、以上のような時代的潮流は、連邦政府
や連邦議会に対する大きな圧力となり、1964年
公民権法と1965年投票権法の成立に向けて多大
なエネルギーが投入され、積極的な公民権政策が
展開されていった。純粋に道徳的観点からではな
いが、国際的信頼を勝ちとるという外交的配慮、
そして、国内の民主的秩序を再建しようという統
治戦略から、連邦政府は人種差別撤廃に乗り出さ
ざるをえなかったのである。
　1964年公民権法成立を可能にした要因を要約
してみると、第一に、偏狭な特殊利害を超えた、
被剥奪集団、公民権団体、国際社会の超人種的・
超党派的な民主化圧力、第二に、連邦政府や連邦
議会の統治戦略、第三に、アメリカ社会と連邦政
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府・連邦議会の双方向的な関係となる。1964年公
民権法成立は、これらが連動した結果であり、ま
た、それは人種差別撤廃を求める時代的要請を象
徴する政治的前進と理解できよう。

9．最後に

　今日に限らず、以前から、アメリカは他国の
人権問題を非難する一方、国際社会からの批判
を「内政干渉」として斥け、自国の人権問題の解
決をたびたび棚上げにするなど、「ダブルスタン
ダード」「単独行動主義」と批判されてきた。佐
伯啓思は、いみじくも「アメリカ民主主義」の理
想への絶対的自信とそれに起因する判断停止状
態を「文明のニヒリズム」と呼んでいる（2003: 

233）。これは、公民権法案審議における法案反
対派の証言内容や当時の南部白人社会における言
説に当てはまるだろうし、また、今日の状況にお
いても妥当性をもっている。このような態度が、
民主主義の硬直化を招いたことは否定できない。
　しかし、アメリカの独善性と排他性だけをみる
ならば、それは一面的かつ静的といわざるをえな
い。また、1964年公民権法成立を始めとする民
主化の歴史的事実を説明できない。逆にいうなら
ば、人種的排除構造の硬直性とともに、利害対立
や国際情勢など社会変動の要因をも念頭に置くこ
とによって、アメリカ政治のより動的な様相を読
みとれるし、また民主化の諸条件を検討すること
も可能になろう。
　本稿が論じた時代状況から約40年を経ている。
しかし、21世紀になっても、「カラーライン」を
巡るアメリカの政治は国内外で続いているし、今
後も続くことは充分に予想できる。このことか
ら、アメリカ人種問題の歴史的連続性とその乗り
越えのための諸条件を考察することに現代的意義
を見出せるのではなかろうか。

註
（ 1 ）　　リコンストラクションとは、南北戦争終結後、奴

隷解放と民主化を目指した新しい南部社会におけ
る「民主的再建」を意味する。一般に、リコンス
トラクションは、公民権法が成立した1866年に始
まり、1877年の「ヘイズ＝ティルデンの妥協」に
よって破綻したと理解されている。「ヘイズ＝ティ
ルデンの妥協」とは、共和党大統領候補ヘイズが
民主党大統領候補ティルデンと取り交した政治的
密約のことで、ヘイズは、南北戦争以降、駐留し
ていた連邦軍を南部諸州から撤退させることを引
き換えに大統領の座に就くことに成功した。

（ 2 ））　　デュボイスのこの言葉は、帝国主義や植民地主義
をも含意している。本稿では、これらの問題につ
いては議論しないが、Du Bois, 1951, The Battle for 

Peace.は、「アメリカ帝国主義」ともいってよいで
あろう、今日のアフガニスタン・イラク戦争を考察
するうえで示唆に富んでいる。なお、デュボイス
は、1909年に公民権団体NAACP（全国有色人種地
位向上委員会）の創設に関わった人物である。

（ 3 ）　　修正第13条（1865年）は、奴隷制度を法的に廃
止した。修正第14条 （1868年）は、アメリカ国民
の法の下の平等を保障した。修正第15条（1870年）
は、人種、肌の色、奴隷身分のいかんにかかわら
ず、すべてのアメリカ国民の投票権を保障した。

（ 4 ）　　また、医師や弁護士を養成する大学はほとんど
黒人には開かれていなかった。その結果、黒人人
口と黒人医師・弁護士の割合は著しく偏り、司法に
おける保護や医療へのアクセスにおける人種間不
均衡を再生産することになった（Kennedy 1990: 

89-90）。1960年、ミシシッピー州においては、黒
人住民 18,500人に対して一人の医師という割合
であった（Carmichael and Hamilton 1967=1992: 

160）。
（ 5 ）　　多くの人種隔離政策支持者が公聴会で証言を行

なっているが、その際、公民権政策を「非米的」
「全体主義的」「共産主義的」「ゲシュタポ」などと
形容している（本田 2002: 13-14）。

（ 6 ）　　識字試験との関連で、祖父条項にも言及してお
こう。祖父条項とは、1867年1月1日以前に投票
したことがある者、もしくはその子どもおよび孫
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は、有権者登録の際の識字試験を免除するもので
ある。実際には、それ以前に投票したことのある
黒人は事実上、皆無であったことから、白人申請
者のみが祖父条項の恩恵を受けたことになる（本
田 1964: 147-148）。

（ 7 ）　　公民権委員会は、1946年12月に、トルーマン大
統領の行政命令 9808号によって創設された。本
委員会は、報告書『これらの権利のために』のな
かで、「アメリカ国民の公民権保護のために、よ
り適切かつ効果的な手段と手続き」を勧告する
ことを目的とすることを明記し（The President's 

Committee on Civil Rights 1947: vii）、実際、この
後の連邦政府による公民権政策のあり方に決定的
な影響力を及ぼしている。しかし、本委員会の活
動は、南部民主党議員の反感を買った結果、立法
上の成果をもたらさなかった。連邦議会の審議で、
彼らは、報告書を「事実に反するもの」「州の問題
に連邦政府が介入しようと試みるもの」として非
難している（Loevy 1997: 15）。

（ 8 ）　　K.フォルクスは、政治社会学を「国家権力と市
民社会の間の相互権力関係の学」と定義している
（Faulks 2000: 2; また、Stammer 1965: 19-20も参照
のこと）。

（ 9 ）　　フィリバスターとは、上院では発言時間に制限が
ないことを逆用して、自分が反対する法案を廃案
にするために、延々と発言を続ける審議妨害のこ
と。フィリバスターを終結するためには、3分の2

の賛成が必要であった（1975年に5分の3に変更さ
れた）。だが、この規則ができた1917年から1964

年まで、28回のうち6回しか討論終結は採決され
ていない。このことは、フィリバスターを終結さ
せることがいかに困難であるかを示している。と
りわけ、1964年公民権法案審議の際のフィリバス
ターは、アメリカ政治史のなかで最も長く、かつ
組織的なものであった。しかし、民主党・共和党の
超党派連合は、法案成立を求める国内外の圧力の
下、フィリバスターを終結させるのに成功した。
New York Times, June 11, 1964.を参照のこと。

（10）　しかし、NAACP（全国黒人向上協会）の指導者で

あったC.ミッチェルによれば、1963年の時点で、
「その事件で逮捕・起訴されたものはいなかった」
（House of Representatives 1963: 1267）。

（11）　文脈は異なるが、宮島 喬は、高等教育への進学
を諦らめてしまう労働者階級出身の子弟の態度を
「自己限定」、「自己抑制」、「選択の放棄」といった
語を用いて説明する。「この心理的要素は、純粋
に個人的な主観ではなく〈中略〉ハビトゥス的な
ものに相当する。なかば無意識のなかで所与の日
常の環境世界のなかでまなびとり、身につけてい
く主観的な態度といったらよいだろうか」（宮島 

1994: 54-55）。
（12） 　「カースト」という語は、通常、インド・カース

ト制度における階層制度を指し、宗教的含意をも
つ。本来、アメリカの人種的序列とは関係ない。
だが、デュボイスら多くの論者は、アメリカ人種
差別を「カースト」と言及する。公民権委員会の
報告書『これらの権利を守るために』も、「カー
スト的地位」という語を用いて、人種隔離が黒人
にとっていかに非民主的なものであるかを説明し
ている（The President's Committee on Civil Rights 

1947: 82）。また、ケネディ大統領は、「第二の奴
隷解放宣言」とも呼ばれる1963年6月11日のテレ
ビ演説のなかで、「アメリカは黒人を除けば自由な
国だ、黒人を除けば二級市民が存在しない国だ、
黒人との関連性を除けば階級・カーストシステム・
貧民街・優越人種は存在しない、と世界に向かって
いえるだろうか、そして、更に重要なことだが、
これをアメリカ国民にいえるだろうか」（強調は筆
者による）と述べ、人種的「カースト」の早急な
解決をアメリカ国民に強く訴えている。

（13）　以下の分析は、公聴会資料（House of Representatives 

1963）に基づいている。詳細な議論については、
本田 2003を参照のこと。

（14）　　ハーバーマスは、真理性については、「述べら
れた言明は真である（いいかえれば、述べられた
命題的内容の存在条件が事実上満たされているこ
と）」、公正性については、「言語行為が妥当する
規範的文脈との関連において正統である（ある
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いは、言語行為が満たすべき規範的文脈それ自
身が正統であること）」と述べている（Habermas 

1981=1987: 150）。これらは、客観的世界と社会的
世界にそれぞれ対応するが、それぞれの妥当性要
求は、「根拠」の提示と「よりよい論証の力（Kraft 

des besseren Argumentation）」によって満たされる
ことになる（Habermas 1995: 130, 144, 161）。 

（15）　　ただし、アメリカを中心に運営されていた国
連は、1960年に至るまで、個別の人権問題への
介入には消極的であったことも指摘しておこう
（Forsythe 1991: 61）。
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